
１．件名：福島第一原子力発電所における実施計画変更認可申請（緊急時対策及び火災へ

の対応に関する記載の変更）に係る面談 

２．日時：令和２年７月７日（火）１４：１０～１４：３０ 

３．場所：原子力規制庁９階会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 

松井安全審査官、高松専門職 

東京電力ホールディングス株式会社 （TV 会議システムによる出席） 

原子力運営管理部 防災安全グループ担当２名 

５．要旨 

 東京電力ホールディングス株式会社より、昨年８月１日付で受けた実施計画の変更

認可申請（緊急時対策及び火災への対応に関する記載の変更）の補正申請について、

説明を受けた。 

 消火配管については、マニュアル類を整備して適切に維持管理を実施していくこ

と。 

 誘導等や非常灯についても同様に、マニュアル類を整備して適切に維持管理を実

施していくこと。 

 

 原子力規制庁は、上記説明を受けた内容について確認した。 

 

６．その他 

配布資料：「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 

      【Ⅱ章緊急時対策】【Ⅲ章第３編火災への対応】の変更について 


